
法定検査実施機関 （一社）栃木県浄化槽協会からのお知らせ

法定検査手数料の改定について
２０２６年４月１日から以下のとおり法定検査手数料が

変更となります。
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

法定検査実施機関 浄化槽法に基づく栃木県知事による指定検査機関

一般社団法人 栃木県浄化槽協会
宇都宮市簗瀬町２３９０番地 電話 ０２８-６３３-１６５０

法第７条検査

人槽
2026年3月31日まで

（ 旧手数料 ）
2026年4月1日以降

（ 新手数料 ）

９，０００円１１，０００円５～５０

１５，０００円１８，０００円５１～５００

３２，０００円３４，０００円５０１～

問い合わせ先

法第１１条検査

人槽
2026年3月31日まで

（ 旧手数料 ）
2026年4月1日以降

（ 新手数料 ）

３，３００円４，３００円

５～５０

５１～５００

５０１～

○浄化槽法第７条検査（使用開始後に1回実施）
新しく設置された浄化槽を対象に、設置工事の状況を中心に確認する検査

○浄化槽法第１１条検査（毎年1回実施）
すべての浄化槽を対象に、保守点検及び清掃の状況を中心に確認する検査



浄化槽は、家庭や事業所ごとにし尿と雑排水を同時に処理して、きれいな水を放流するための
設備です。（単独処理浄化槽は、し尿のみ処理します。）
浄化槽の機能を保つために下記の義務が課せられています。

必要な管理（浄化槽法により実施が義務付けられています。）

浄化槽管理者の義務

電話番号担当課市 町 名

0 2 8 - 6 3 3 - 2 0 0 1水質管理課宇 都 宮 市

0 2 8 4 - 2 0 - 2 1 4 2クリーン推進課足 利 市

0 2 8 2 - 2 5 - 2 1 0 9下水道建設課栃 木 市

0 2 8 3 - 2 0 - 3 0 1 3環境政策課佐 野 市

0 2 8 9 - 6 5 - 3 2 4 1企業経営課鹿 沼 市

0 2 8 8 - 2 1 - 5 1 5 0下水道課日 光 市

0 2 8 5 - 2 5 - 5 4 7 7下水道施設課小 山 市

0 2 8 5 - 8 3 - 8 1 6 0下水道課真 岡 市

0 2 8 7 - 2 3 - 8 7 7 5生活環境課大 田 原 市

0 2 8 7 - 4 3 - 6 2 1 4下水道課矢 板 市

0 2 8 7 - 3 7 - 5 2 1 3管理課那須塩原市

0 2 8 - 6 8 1 - 1 1 1 8下水道課さ く ら 市

電話番号担当課市 町 名

0 2 8 7 - 8 4 - 0 4 1 1上下水道課那 須 烏 山 市

0 2 8 5 - 3 2 - 8 8 9 8環境課下 野 市

0 2 8 5 - 5 6 - 9 1 6 7上下水道課上 三 川 町

0 2 8 5 - 7 2 - 8 8 4 4建設課益 子 町

0 2 8 5 - 6 3 - 5 6 5 4上下水道課茂 木 町

0 2 8 5 - 6 8 - 1 1 1 7建設課市 貝 町

0 2 8 - 6 7 7 - 6 0 2 1都市計画課芳 賀 町

0 2 8 2 - 8 1 - 1 8 5 8下水道課壬 生 町

0 2 8 0 - 5 7 - 4 1 3 1生活環境課野 木 町

0 2 8 7 - 4 5 - 1 1 1 5くらし安全課塩 谷 町

0 2 8 - 6 7 5 - 2 4 4 9上下水道課高 根 沢 町

0 2 8 7 - 7 2 - 6 9 1 9上下水道課那 須 町

0 2 8 7 - 9 2 - 1 1 1 0生活環境課那 珂 川 町

●市町における浄化槽関係窓口● （各種申請、補助金等）

法定検査についての問い合わせ先

一般社団法人 栃木県浄化槽協会
０２８-６３３-１６５０

保守点検業者の登録に関する問い合わせ先

栃木県環境森林部環境保全課
０２８-６２３-３１８９

・ 浄化槽内の装置を点検や消毒薬の補充を行います。
・ 実施状況は点検記録票（保守点検の結果を記載した用紙）で確認してください。
・ 点検を委託するときは、県知事（宇都宮市の場合は宇都宮市長）の登録を受けた保守点検
業者に依頼してください。

保守点検１

・ 浄化槽内にたまった汚泥の引き抜きや、浄化槽内の洗浄をします。
・ 原則として年１回以上実施する必要があります。
・ 実施状況は、清掃記録（清掃の結果を記載した用紙）で確認してください。
・ 清掃を依頼するときは、市町の許可を受けた清掃業者に依頼してください。

清掃２

・ 【法第７条検査】（設置後の検査：使用開始後４～８か月目までの間に実施）

・ 【法第１１条検査】（浄化槽が正しく機能しているかを検査：毎年１回実施）

・ 保守点検と清掃に加えて、浄化槽管理のために必要な検査です。

・ いずれの検査の結果も、検査結果票で確認してください。

法定検査３


